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長野県 長野市 教育委員会事務局総務課 026-224-8597 kyosoumu@city.nagano.lg.jp
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kosod
ate/448677.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 松本市 教育部 学校教育課 0263-33-9846 g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/
enjo/kyoiku/syugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ 転入者には必ず就学援助制度の書類を配付している。 ○

長野県 上田市 学校教育課 0268-23-5101 gakukyo@city.ueda.nagano.jp
http://www.city.ueda.nagano.jp/gakukyo/kenk
o-fukushi/shochu/kyoikuhi.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外国語の申請書を作成 ○

長野県 岡谷市 教育総務課 0266-23-4811 kyouiku@city.okaya.lg.jp http://www.city.okaya.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 飯田市 学校教育課
0265-22-4511（内線
3712） kyoi@city.iida.nagano.jp

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/37/syuugak
uenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

年度当初に全家庭に制度案内の通知を配布、援助対象となる世帯所得
の目安を記載 ○ ○

長野県 諏訪市 教育総務課 0266-52-4141 kyoiku@city.suwa.lg.jp
http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.js
p?id=4677 ○ ○ ○ ○ ○

長野県 須坂市 須坂市教育委員会 学校教育課 026-248-9010 s-gakokyoiku@city.suzaka.nagano.jp
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/it
em.php?id=595c4bf3f3229 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得金額の目安金額を記載。
・英語・ポルトガル語・タイ語・中国語の就学援助制度のお知らせを
作成。
・転入者に就学援助制度のお知らせを配布。 ○ ○ ○

前年度認定者には、学校から申請書を配
布。

長野県 小諸市 小諸市教育委員会事務局学校教育課 0267-22-1700 gakko@city.komoro.nagano.jp
https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi
_tetsuzuki/kyoiku_gakko/3179 ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 伊那市 教育委員会事務局学校教育課 0265-72-3351 gak@inacity.jp
https://www.inacity.jp/kurashi/hojo_enjo/hojo
_jido/shugakuenjoseido.html ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当申請時に案内 ○

・児童生徒全世帯に制度案内を配布している。また、転入者には学校
を通じ必ず説明している。
・ポルトガル語版及び英語版の案内、申請書類を作成している。 ○

長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市教育委員会 子ども課 0265-83-2111 kodomo@city.komagane.nagano.jp http://www.city.komagane.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○ ○
平易な文面の使用，援助対象となる年間収入の目安額等を記載，各費
目の援助額や年間総援助額の記載 ○ ○

長野県 中野市 教育委員会事務局学校教育課 0269-22-2111 kyoiku@city.nakano.nagano.jp
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2014
011603967/ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 大町市 大町市教育委員会学校教育課 0261-22-0420 gakkou@city.omachi.nagano.jp
http://www.city.omachi.nagano.jp/00024000/
00024100/00024301.html ○ ○ ○ ○ 英語版の説明書と申請書を作成 ○ ○

長野県 飯山市 教育部 子ども育成課
0269-62-3111（内線
362） kodomo@city.iiyama.nagano.jp

https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/ko
domo/kyouiku/shugakuenjo/schoolexpensesu
bsidies.htm ○ ○ ○ ○ ○

長野県 茅野市 こども部 学校教育課 0266-72-2101 gakkokyoiku@city.chino.lg.jp https://www.city.chino.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 転入者には必ず就学援助制度を説明している ○

長野県 塩尻市 塩尻市教育委員会事務局教育総務課 0263-52-0830 gakkou@city,shiojiri.lg.jp http://www.city.shiojiri.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

来入児の保護者あてに就学指定校通知を郵
送する際に申請書を同封している（前倒し
支給用）

長野県 佐久市 学校教育課 0267-62-3478 gakkokyoiku@city.saku.nagano,jp
http://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kyoiku
iinkai/shinsei/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 千曲市 教育総務課 学校教育係 026-273-1111 kyoiku@city.chikuma.lg.jp http://www.city.chikuma.lg.jp

Facebook
https://www.facebook.com/chi
kuma.city ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・既就学児童生徒については学校から配布
・入学予定者学用品費等（いわゆる前倒し
支給）に対する就学援助に関しては教育委
員会から配布

長野県 東御市 教育課学校教育係 0268-64-5879 kyouiku@city.tomi.lg.jp https://www.city.tomi.nagano.jp ○ ○ ○ 配布する書類を色付きの紙に印刷する。 ○

長野県 安曇野市 安曇野市教育委員会 教育部 学校教育課 0263-71-2460
gakkoukyouiku@city.azumino.nagan
o.jp

http://www.city.azumino.nagano.jp/site/kosod
ate/1376.html ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる所得の基準額を案内に記載している ○ ○ ○ 市のホームページにてダウンロード可能

長野県 小海町 教育委員会 0267-92-2391 kyoiku@koumi-town.jp

http://www.koumi-
town.jp/office2/archives/kyouikuiinkai/post-
198.html ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 川上村 教育振興課 学校教育係 0267-97-2600 kyoiku@vill.nagano-kawakami.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 南牧村 学校教育係 0267-96-2104
gakkokyoiku@vill.minamimaki.naga
no.jp http://www.minamimakimura.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 南相木村 南相木村教育委員会 0267-78-2433 kyouiku@vill.minamiaiki.lg.jp ○ ○ ○
長野県 北相木村 教育委員会 0267-77-2111 kyouikuiinkai@vill.kitaaiki.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 佐久穂町 教育委員会 こども課 0267-86-4940
gakkoukyouiku@town.sakuho.nagan
o.jp https://www.town.sakuho.nagano.jp ○ ○ ○ ○

新年度において、全学年の保護者に就学援助制度についてのお知らせ
を配布している。 ○ ○

長野県 軽井沢町 軽井沢町教育委員会こども教育課学校教育係 0267-45-8672
kodomokyoiku@town.karuizawa.nag
ano.jp

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/conten
ts/1001000000906/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎年、年度当初に小中学校の全家庭へ案内文を配付し、制度の周知を
行っている。また、希望者のみではなく、学校の家庭訪問等を通じて
申請の必要がある家庭の実態、状況等を把握し、学校と保護者との関
係性の中で学校より声を掛けていただくことで、より多くの保護者に
申請をしてもらえるよう取り組んでいる。 ○ ○

長野県 御代田町 御代田町教育委員会 学校教育係 0267-32-9100 gakukyo@town.miyota.lg.jp https://www.town.miyota.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○
希望者に各学校から申請書を配布していたが、2019年度は全児童生徒
に制度案内と申請書を配布した。 ○

長野県 立科町 教育委員会 子育て教育係 0267-88-8415 gakkou@town,tateshina.nagano.jp http://www.town.tateshina.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○
長野県 青木村 教育委員会 0268-49-2224 kyouiku@vill.aoki.nagano.jp http://www.vill.aoki.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 長和町 長和町教育委員会 教育課 0268-68-2127 kyoiku@town.nagawa.nagano.jp http://town.nagawa.nagano.jp ○ ○ ○
長野県 下諏訪町 教育こども課 0266-28-0001 kyousou@town.shimosuwa.lg.jp http://www.town.shimosuwa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 申請から認定、支給までをフロー図により、わかりやすく表記してい ○

長野県 富士見町 富士見町教育委員会子ども課 0266-62-9235 kodomo@town.fujimi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○
長野県 原村 子ども課 教育総務係 0266-79-7920 gakko@vill.hara.lg.jp ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○
長野県 辰野町 辰野町教育委員会 こども課 学校教育係 0266-41-1111 gakkoku@town.tatsuno.lg.jp http://www.town.tatsuno.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 箕輪町 学校教育課 0265-70-6603 kyouiku@town,minowa.lg.jp
http://www.town.minowa.lg.jp/gakkou/kyoiku
0021.html ○ ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 飯島町 飯島町教育委員会事務局 0265-86-3111 gakkou@town.iijima.lg.jp http://www.town.iijima.lg.jp/ ○ ○ ○

長野県 南箕輪村 教育委員会事務局 学校教育係 0265-76-7007 gakkou-c@vill.minamiminowa.lg.jp https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
長野県 中川村 教育委員会 0265-88-1005 school@vill.nagano-nakagawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

長野県 宮田村 教育委員会 0265-85-2314 kyoiku@vill.miyada.nagano.jp https://www.vill.miyada.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 松川町 松川町教育委員会こども課 0265-36-7023 kodomo@town.matsukawa.lg.jp https://www.town.matsukawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 高森町 高森町教育委員会事務局 学校教育係 0265-35-9416 kyoiku@town.nagano-takamori.lg.jp http://www.tpwn.nagano-takamori.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目安を表示したり、教育委員会でも受け付けを開始した ○
長野県 阿南町 阿南町教育委員会 子ども教育係 0260-22-2270 kyouiku@town.anan.nagano.jp http://www.town.anan.nagano.jp/ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○
長野県 阿智村 阿智村教育委員会 0265-45-1231 kyoiku@vill.achi.lg.jp https://www.vill.achi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

長野県 平谷村 教育委員会 0265-48-2211 kyoui@vill.hiraya.nagano.jp ○ ○ ○
長野県 根羽村 教育委員会 0265-49-2111 kyouiku02@vill.neba.lg.jp ○ ○ ○
長野県 下條村 下條村教育委員会 0260-27-1050 cosumosu@bz01.plala.or.jp https://www.vill-shimojo.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 売木村 教育委員会事務局 0260-28-2677 kyoiku@urugi.info ○ ○ ○
長野県 天龍村 天龍村教育委員会 教育係 0260-32-3206 g-kyoiku@vill-tenryu.jp http://www.vill-tenryu.jp ○ ○ ○ ○

長野県 泰阜村 泰阜村教育委員会 0260-26-2750 kyoui@vill.yasuoka.nagano.jp http://vill.yasuoka.nagano.jp ○
PTA総会で、教育委員会担当者が制度を説明しパンフレット
などを配布している。 ○

PTA総会で、教育委員会担当者が制度を説明しパンフレットなどを配
布している。 ○

長野県 喬木村 喬木村教育委員会事務局子ども教育係 0265-33-2002 kyoiku@vill.takagi.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 豊丘村 教育委員会事務局 0265-35-9053 kyoiku@vill.nagano-toyooka.lg.jp

https://www.vill.nagano-
toyooka.lg.jp/11child/05kyouiku/02shuugaku/i
ndex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 大鹿村 教育委員会 0265-39-2100 kyoiku@vill.ooshika.lg.jp http://www.vill.ooshika.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○

長野県 上松町 総務教育係 0264-52-2111 ksoum@town.agematsu.nagano.jp http://www.town.agematsu.nagano.jp ○ ○ ○

長野県 南木曽町 南木曽町教育委員会 総務学校係 0264-57-3335 kyouiku@town.nagiso.nagano.jp ○ ○ ○

長野県 木祖村 教育委員会事務局 0264-36-3348 kyoui@kisomura.com ○ ○ ○ ○
長野県 大桑村 教育委員会事務局 0264-55-1020 kyosoumu@vill.ookuwa.nagano.jp ○ ○ ○

長野県 木曽町 木曽町教育委員会 0264-23-2000 gakko@town-kiso.net http://www.town-kiso.com/ ○ ○ ○ ○

町内全小中学校にて、全児童生徒の保護者へ制度概要書類と申請書を
配布し、援助を必要とする家庭を漏れのないように制度利用につなげ
ている。相談時には制度説明をし、年間を通じて随時受け付けをして
いる。今年度、説明資料をわかりやすく整理した。 ○

長野県 王滝村 王滝村教育委員会 0264-48-2134 kyouku@vill.nagano-otaki.lg.jp ○ ○ ○ ○
長野県 麻績村 教育委員会 0263-67-4858 omi-kyoi@vill.omi.lg.jp http://www.vill.omi.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 生坂村 生坂村教育委員合 総務・学校教育係 0263-69-2087 ikukyo@vill.ikusaka.nagano.jp
http://www.village.ikusaka.nagano.jp/kyouiku
/nyugakuiwaikin.htm 〇 ○ ○ ○

長野県 山形村 山形村教育委員会 0263-98-3155 toresen@vill.yamagata.nagano.jp
http://www.vill.yamagata.nagano.jp/forms/inf
o/info.aspx?info_id=40771&infocat_id=172 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学説明会など保護者の集まる機会に直接説明をしている。 ○

長野県 朝日村 教育委員会 0263-99-4105 kyouiku@vill.asahi.nagano.jp ○ ○ ○ 〇
長野県 筑北村 筑北村教育委員会事務局 こども支援係 0263-67-1161 kodomo@vill.chikuhoku.lg.jp ○ ○ ○ ○
長野県 池田町 学校保育課 0261-61-1430 kyoui@town.ikeda.nagano.jp http://www.ikedamachi.net/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 松川村 松川村教育委員会 学校教育課 0261-62-3366
soumugakou@vill.matsukawa.nagan
o.jp ○ ○ 村内在住及び松川小学校入学予定の未就学児保護者へ配付 ○ ○

長野県 白馬村 白馬村教育委員会 教育課 0261-85-0738 kyouiku@vill.hakuba.lg.jp https://www.vill.hakuba.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

長野県 小谷村 小谷村教育委員会 総務学校係 0261-82-3981 kyouiku@vill.otari.lg.jp
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents
/1001000000192/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 坂城町 教育文化課 学校教育係 0268-75-6209 gakukyou@own.sakaki.nagano.jp http://www.town.sakaki.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○
家庭訪問時等に、対象になると思われる家庭に対し、担任教
師が説明 ○ ○ ○

長野県 小布施町 教育委員会子ども支援係 026-214-9110 kodomo@town.obuse.nagano.jp ○ ○ ○
長野県 高山村 高山村教育委員会 子育て学校教育係 026-214-9761 kyoiku@vill.takayama.nagano.jp ○ ○ ○

長野県 山ノ内町 教育委員会 学校教育係 0269-33-1102 kyoiku@town.yamanouchi.lg.jp
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kyoik
u/kyoikuhienjo.html ○ ○ 〇 ○ ○

長野県 木島平村 教育委員会事務局子育て支援課 0269-82-3111 kosodate@vill.kijimadaira.lg.jp http://www.vill.kijimadaira.lg.jp ○ ○ ○

長野県 野沢温泉村 教育委員会 0269-85-3115 kyoiku@vill.nozawaonsen.nagano.jp
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living
/W003H0000107.html ○ ○ ○ ○

申請書ではなく、要望者に対して教員が聞
き取りした調査票を学校長の意見を付した
調査票を学校が作成する

長野県 信濃町 信濃町教育委員会事務局総務教育係 026-255-5923 soumukyouiku@town.shinano.lg.jp
https://www.town.shinano.lg.jp/kosodate/shie
n/keizaisien/syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

長野県 小川村 教育委員会 総務・学校教育係 026-269-3146 kyouiku@vill.ogawa.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 飯綱町 教育委員会 総務教育係 026-253-4769 kyoiku@town.iizuna.nagano.jp
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/444.
html ○ ○ ○ ○

長野県 栄村 栄村教育委員会 0269-87-3118 gakkou@vill.sakae.nagano.jp http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/599.htm ○ ○ ○

長野県
上田市長和町
中学校組合 事務局 0268-85-2332 kyoiku@yodakubo.ed.jp ○ ○ ○ ○

長野県
辰野町塩尻市
小学校組合 辰野町教育委員会 こども課 学校教育係 0266-41-1111 gakkoku@town.tatsuno.lg.jp http://www.town.tatsuno.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県
麻績村筑北村
学校組合 教育委員会 0263-67-4858 omi-kyoi@vill.omi.lg.jp http://www.vill.omi.nagano.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県

松本市・山形
村・朝日村中
学校組合 松本市教育委員会 学校教育課 0263-33-9846 g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/
enjo/kyoiku/syugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ 転入者には必ず就学援助制度の書類を配付をしている。 ○

長野県
塩尻市辰野町
中学校組合

塩尻市辰野町中学校組合教育委員会事務局教育
総務課 0263-52-0830 gakkou@city,shiojiri.lg.jp http://www.city.shiojiri.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学指定校通知を郵送する際に申請書を同
封している（前倒し支給用）

長野県

小海町北相木
村南相木村中
学校組合 教育委員会 0267-92-2391 kyoiku@koumi-town.jp

http://www.koumi-
town.jp/office2/archives/kyouikuiinkai/post-
198.html ○ ○ 〇 ○ ○

①都道府県 ②市区町村名

（３）就学援助制
度に関する教職員
向け説明会の実施

（４）就学援助制度周知の工夫

ア．教職
員向け説
明会を実
施してい
る

イ．教職
員向け説
明会を実
施してい
ない

Ⅰ 平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

２．就学援助の申請方法

（１）就学援助制度の申請書の配付方法
 （あてはまるもの全てに○）

ア．学校
から希望
者に申請
書を配布

イ．教育
委員会か
ら希望者
に申請書
を配布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他→
（２）

（２）ケの内容

（１）就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ウ．学校
から全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会か
ら全児童
生徒もし
くは保護
者に申請
書を配布

オ．その
他
→（２）

（２）オの内容
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長野県 長野市

長野県 松本市

長野県 上田市

長野県 岡谷市

長野県 飯田市

長野県 諏訪市

長野県 須坂市

長野県 小諸市

長野県 伊那市

長野県 駒ヶ根市

長野県 中野市

長野県 大町市

長野県 飯山市
長野県 茅野市

長野県 塩尻市

長野県 佐久市

長野県 千曲市

長野県 東御市

長野県 安曇野市

長野県 小海町

長野県 川上村

長野県 南牧村
長野県 南相木村
長野県 北相木村

長野県 佐久穂町

長野県 軽井沢町

長野県 御代田町
長野県 立科町
長野県 青木村

長野県 長和町
長野県 下諏訪町

長野県 富士見町
長野県 原村
長野県 辰野町

長野県 箕輪町
長野県 飯島町

長野県 南箕輪村
長野県 中川村

長野県 宮田村

長野県 松川町

長野県 高森町
長野県 阿南町
長野県 阿智村

長野県 平谷村
長野県 根羽村
長野県 下條村

長野県 売木村
長野県 天龍村

長野県 泰阜村
長野県 喬木村

長野県 豊丘村
長野県 大鹿村

長野県 上松町

長野県 南木曽町

長野県 木祖村
長野県 大桑村

長野県 木曽町

長野県 王滝村
長野県 麻績村

長野県 生坂村

長野県 山形村
長野県 朝日村
長野県 筑北村
長野県 池田町

長野県 松川村

長野県 白馬村

長野県 小谷村

長野県 坂城町
長野県 小布施町
長野県 高山村

長野県 山ノ内町
長野県 木島平村

長野県 野沢温泉村

長野県 信濃町
長野県 小川村

長野県 飯綱町
長野県 栄村

長野県
上田市長和町
中学校組合

長野県
辰野町塩尻市
小学校組合

長野県
麻績村筑北村
学校組合

長野県

松本市・山形
村・朝日村中
学校組合

長野県
塩尻市辰野町
中学校組合

長野県

小海町北相木
村南相木村中
学校組合

①都道府県 ②市区町村名

生活保護基準額等
に掛ける係数（倍
率）

市区町村民税課税
最低限度額に掛け
る係数（倍率）

倍 倍

77 82 72 70 73 80 63 60 65 66 69 68 74 64 25 3 11 0 33 38 0 33 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 災害・疾病・失業等により生計に著しい変化を生じ生活が困難であると
認められる世帯

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.21 ・学校長が特に援助を必要と認める状態にある者
・保護者等が不慮の災害、事故、疫病等によりその世帯の生計に著しい
変化を生じ、生活が困難と認められる者

・生活保護基準を所得に換算し、それが世帯の総所得で計算された金額
の2.21倍未満であれば認定
・生活保護基準については、例年前年の4月1日の基準を用いていた
が、生活保護基準見直しによる影響が出ないよう、見直し前の基準（平
成25年4月1日時点）を用いている。

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
教育委員会が特に援助を必要と認める者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
基準根拠の課税所得等の分類は総収入

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
病気・災害などの特別な事情により、生活が困難である場合

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

保護者が災害・事故・疾病等により、所得が低く生活が困難な者

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 1.3倍以上1.6倍未満の場合、家庭の状況を各個判断して該当か否かを判
断する。

15%未満 15%未満

○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会が特に認めた者（DV被害者、保護者が疾病やリストラによ
り失業など）

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.2

教育委員会が特に援助を必要と認める状態にある者

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 市長が認めた者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4
学校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満 15%未満

〇 ○
市町村民税所得割非課税世帯

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮してい
る者
・国民年金の掛け金の減免
・その他校長または民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態に

5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者 0% 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0% 0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態にある者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

学校長又は民生・児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にあるもの

10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態にある者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他学校長または民生委員・児童委員が特に援助を必要と認めるじょ
うたいにある者。

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.2 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校長または民生委員が特に援助を必要と認める状態にある者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0% 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0% 0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 学校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者 10%未満 10%未満

〇 ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ○ 〇 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者が災害等により被災し、生活が困難と認められる者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校長または、民生（児童）委員が特に援助が必要と認める状態にある
者

5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
民生児童委員、教育委員会が特に援助を必要と認めている。

5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態にある者 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態にある者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○
学校長または民生児童委員が特に援助を必要と認めた状況にある者

0% 0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 20%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○
その他の理由で経済的に困っている

20%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.6 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 5%未満
○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満 15%未満

○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 1.2 10%未満 10%未満

○ 1.2 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

・保護者等が不慮の災害、事故、疾病等によりその世帯の生計に著しい
変化を生じ、生活が困難と認められる者
・学校長又は教育委員会が特に援助が必要と認める者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必要と認める状態にある者 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0% 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他学校長又は民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある
もの

10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
学校長又は飯綱町教育委員会が特に必要があると認められる者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会が特に必要と認める者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.21 ・学校長が特に援助を必要と認める状態にある者
・保護者等が不慮の災害、事故、疫病等によりその世帯の生計に著しい
変化を生じ、生活が困難と認められる者

・生活保護基準を所得に換算し、それが世帯の総所得で計算された金額
の2.21倍未満であれば認定
・生活保護基準については、例年前年の4月1日の基準を用いていた
が、生活保護基準見直しによる影響が出ないよう、見直し前の基準（平
成25年4月1日時点）を用いている。

15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

〇 ○
市町村民税所得割非課税世帯

10%未満 10%未満

Ⅲ 就学援助率

（１）平成30年
度

（２）令和元年
度

Ⅱ 平成３１（令和元）年度準要保護認定基準

ソ．生活保護
の基準額に一
定の係数を掛
けたもの（生
活保護の基準
額が変わると
自動的に要件
が変わるも
の）
→（２）係数

タ．生活保護
の基準額に一
定の係数を掛
けたもの（生
活保護の基準
額を参照して額
を定めている
もの）
→（２）係数

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額，又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの
→（２）係数

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税最低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の
→（３）係数
および目安額

テ．その他
→（４）

（２）ソ，タ，チ
を選択した場合

ケ．個人の
事業税の減
免

コ．固定資
産税の減免

ア．生活保
護法に基づ
く保護の停
止または廃
止

イ．市区町
村民税の非
課税

ウ．市区町
村民税の減
免

エ．国民年
金保険料の
免除

オ．国民健
康保険法の
保険料の減
免または徴
収の猶予

カ．児童扶
養手当の支
給

キ．保護者
が職業安定
所登録日雇
労働者

ク．P・T・
A会費，学
級費等の学
校納付金の
減免が行な
われている
者

（３）ツを選択し
た場合

サ．学校納付金
の納付状態の悪
い者，昼食，被
服等が悪い者ま
たは学用品，通
学用品等に不自
由している者等
で保護者の生活
状態がきわめて
悪いと認められ
るもの

シ．経済的
な理由によ
る欠席日数
が多い者

ス．保護者
の職業が不
安定で，生
活状態が悪
いと認めら
れる者

セ．生活福
祉資金によ
る貸付け

（１） 平成３１（令和元）年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）テの内容 （５）補足事項



83 83

長野県 長野市

長野県 松本市

長野県 上田市

長野県 岡谷市

長野県 飯田市

長野県 諏訪市

長野県 須坂市

長野県 小諸市

長野県 伊那市

長野県 駒ヶ根市

長野県 中野市

長野県 大町市

長野県 飯山市
長野県 茅野市

長野県 塩尻市

長野県 佐久市

長野県 千曲市

長野県 東御市

長野県 安曇野市

長野県 小海町

長野県 川上村

長野県 南牧村
長野県 南相木村
長野県 北相木村

長野県 佐久穂町

長野県 軽井沢町

長野県 御代田町
長野県 立科町
長野県 青木村

長野県 長和町
長野県 下諏訪町

長野県 富士見町
長野県 原村
長野県 辰野町

長野県 箕輪町
長野県 飯島町

長野県 南箕輪村
長野県 中川村

長野県 宮田村

長野県 松川町

長野県 高森町
長野県 阿南町
長野県 阿智村

長野県 平谷村
長野県 根羽村
長野県 下條村

長野県 売木村
長野県 天龍村

長野県 泰阜村
長野県 喬木村

長野県 豊丘村
長野県 大鹿村

長野県 上松町

長野県 南木曽町

長野県 木祖村
長野県 大桑村

長野県 木曽町

長野県 王滝村
長野県 麻績村

長野県 生坂村

長野県 山形村
長野県 朝日村
長野県 筑北村
長野県 池田町

長野県 松川村

長野県 白馬村

長野県 小谷村

長野県 坂城町
長野県 小布施町
長野県 高山村

長野県 山ノ内町
長野県 木島平村

長野県 野沢温泉村

長野県 信濃町
長野県 小川村

長野県 飯綱町
長野県 栄村

長野県
上田市長和町
中学校組合

長野県
辰野町塩尻市
小学校組合

長野県
麻績村筑北村
学校組合

長野県

松本市・山形
村・朝日村中
学校組合

長野県
塩尻市辰野町
中学校組合

長野県

小海町北相木
村南相木村中
学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

1 2 0 14 14 14 60 60 1 1 1 1 10 10 10 66 66 0 8 8 0 1 1 1 0 0 7 26 26 0 26 26 26 23 23 1 40

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 21,670 21,670
・通学用品費は第１学年を除く
・通学費実績なしの見込み

○ 11,420 ○ 50,600 ○ ○ 29,162

・通学用品費は１年生を除く
・体育実技用具費は実績なし
・医療費は中学校３年生まで福祉医療費として給付あり
・通学費は遠距離通学事業あり
・修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）は30年度実績額

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 30,780 ○ 32,000

○ 13,770 ○ 50,600 ○ 29,000

学用品費は2～6年生の単価
修学旅行費・医療費は予算計上単価
学校給食費は、保護者負担額の9割相当。記載金額は予算計上単価。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 31,000
修学旅行費、校外活動費、学校給食費は予算計上単価
医療費は30年度実績額

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670
学校給食費は、年間総額の９８％分を支給。
医療費の支給平均額は、３０年度実績を計上。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 31,360 ○ 21,670 21,670
・給食費は執行見込額。
・医療費、給食費はH30年度の実績。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 34,000 学校給食費は実費額の8割を支給。

○ ○ 50,600 ○ 0 ○ 21,670 21,670
・学用品費等（学用品費・通学用品費）として、１学年11,520円、２～６学年13,770円
・通学費は対象費目としているが、実績（見込み）なし

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 31,548

・修学旅行費、校外活動費（宿泊をともなうもの・ともなわないもの）の支給平均額について
は、平成30年度実績を記入。上限額については平成31年度のものを記入。
・医療費については、基本的に福祉医療制度を使用していただいており、実績なし。
・学校給食費については、実費の８割を就学援助費として現物支給。残りの２割は保護者負

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 29,420 29,420 通学用品費は、学用品費と合算

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 31,927
通学費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費は支給実績なし。体育実技用具費、修学旅行費、
医療費は、30年度実績額による。校外活動費、学校給食費は、今年度予算額による。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,490

・体育実技用具費は、１～３年生、４～６年生の期間の中で26,240円を期間内の限度額とす
る。
・給食費について、今年度より全額実費支給のため実績なし。昨年まで年間給食費の８割の額
を支給。
・体育実技用具費・修学旅行費・校外活動費の支給平均額はH30年度実績額を記入。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 30,000

○ 11,520 11,420 ○ 50,600 40,600 ○ 21,490

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 26,320

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 39,620 0 ○ 21,670 20,378
「体育実技用具費」「通学費」「生徒会費」については、実績なし。
「卒業アルバム代」については令和元年度より支給開始。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670 21,670
通学費：市独自の支給要綱により、学校から一定距離以上の通学をしている者全てに支給してい
る。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670 医療費はH30年度実績

14,780 ○ 19,900 〇 20,600 ２年～６年 ６２．５%

○ 14,780 ○ 19,900 ○ 20,600 学用品費は、1年生のみ12,610円、2年～6年は14,780円の支給。

○ 14,780 ○ 17,730 ○ 20,600 20,600
○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 0

○ 15,000 ○ 20,470 ○ 21,190 21,190 医療費は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの者

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

・体育実技用具費、通学用品費、郊外活動費（宿泊を伴わないもの）郊外活動費（宿泊を伴う
もの）、医療費については、対象費目となっているが、実績はなし。
・学校給食費については、学校ごとに金額が異なるため(東部小:52,000円、中部小:51,740円、
西部小:51,480円）3校の平均の金額を記入。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 21,670
体育実技用具費・通学費・校外活動費(宿泊を伴うもの）・クラブ活動費は実績なし。
医療費支給平均額は平成30年度実績額。

○ 11,370 11,370 ○ 50,600 50,600 ○ 21,670 21,670 通学用品費は学用品費に含む
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 43,753

修学旅行費、PTA会費、学校給食費はH30実費支給額の最上位金額を記載。給食費については、
H30より無償化を実施しているが、区域外就学をしている児童が援助対象になった場合には、年
度末に実費分を保護者に支払っている。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670
執行見込額による記入が困難のため、クラブ活動費、ＰＴＡ会費、学校給食費の支給平均額は
平成30年度の実績額を記入しました。生徒会費は実績がありません。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 26,752
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,360 21,360

○ 13,600 13,600 ○ 50,600 50,600 ○ 19,300 19,300
支給平均額は３１年度予算計上した単価。
学用品は額欲品費と通学用品費と校外活動費（宿泊を伴わないもの）の合算。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670 21,670

体育実技用具費、通学費は対象外。生徒会費は実績なし。卒業アルバム代は現在要綱改正中で
あり、国庫補助限度額を上限として実費支給予定。医療費は福祉医療より全額支払うため、こ
ちらでは支払いなし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 33,532
就学旅行費 H30年度実績
学校給食費 実費の概ね7割

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 25,000

○
新入学児童生徒学用品費等については、村内で新入学に必要な学用品の調達が困難なこともあ
り、教育格差を感じることがないよう、村で購入して支給している。

○ 13,200 ○ 19,900 ○ 20,600 学用品費について、1年生は11,000円、その他の学年は13,200円
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 30,261

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 0

昨年度まで実費支給としていたが見直しにより、定額または上限を設けた。
修学旅行費は該当者なしで０円。
医療費は福祉医療費で全児童全額補助。給食費も全児童全額補助。よって無記入

○ 0 ○ 50,600 ○ 0 実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 34,883
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 31,900

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670
○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 0

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670

・通学用品費 １年生を除く
・通学費    町独自の遠距離通学費補助で就学援助対象者に限らず距離に応じて補助
・医療費    町独自の福祉医療費補助で高校３年生まで全ての医療費を補助（受給者負担

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670
実績なし／医療費（学校保健安全法第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用のうち、被
扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額が支給対象）

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 33,142
・修学旅行費は支給該当者がいない為平成30年度実績額
・新入学児童生徒学用品費等及び校外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 30,479

○ 0 ○ 0 ○ ○
＊通学費は、義務教育児童生徒の無料定期券により公共交通機関を利用
＊学校給食費は施策により、小中学校児童生徒分を公費負担しているため対象外

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,190

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490
〇 11,520 ○ 40,600 40,600
○ 15,220 ○ 20,470 ○ 35,000
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 40,000 修学旅行費は実費支給のため、見込み額。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 30,000

○ 11,520 11,397 ○ 20,470 20,470 ○ ○ 21,670 21670
通学費：遠距離通学者（3.5km以上）保護者に別制度で補助金を支給。
医療費：福祉医療制度で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は軽減を実施。

○ 11,520 11,520 ○ 20,470 ○ 21,670

〇 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 通学用品費は、1学年には支給しない
○ 11,520 11,420 ○ 50,600 21,538 ○ 21,670 21,490 支給平均額は平成30年度の実績による。
○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 〇 38,030
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,360

○ 11,420 〇 40,600 ○ 21,490 予算額で記入

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 21,670 21,670
○ 10,000 ○ 19,900 ○ 29,000

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670 21,670

・体育実技用具費、生徒会費については、上限額で費目計上しているが、支出予定なし。
・通学費については、実費の1/2の額を支給。・医療費については町福祉医療費給付により対
応。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,360 21,360

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

（１） 費目毎の援助額

学用品費

（２） 補足事項
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長野県 長野市

長野県 松本市

長野県 上田市

長野県 岡谷市

長野県 飯田市

長野県 諏訪市

長野県 須坂市

長野県 小諸市

長野県 伊那市

長野県 駒ヶ根市

長野県 中野市

長野県 大町市

長野県 飯山市
長野県 茅野市

長野県 塩尻市

長野県 佐久市

長野県 千曲市

長野県 東御市

長野県 安曇野市

長野県 小海町

長野県 川上村

長野県 南牧村
長野県 南相木村
長野県 北相木村

長野県 佐久穂町

長野県 軽井沢町

長野県 御代田町
長野県 立科町
長野県 青木村

長野県 長和町
長野県 下諏訪町

長野県 富士見町
長野県 原村
長野県 辰野町

長野県 箕輪町
長野県 飯島町

長野県 南箕輪村
長野県 中川村

長野県 宮田村

長野県 松川町

長野県 高森町
長野県 阿南町
長野県 阿智村

長野県 平谷村
長野県 根羽村
長野県 下條村

長野県 売木村
長野県 天龍村

長野県 泰阜村
長野県 喬木村

長野県 豊丘村
長野県 大鹿村

長野県 上松町

長野県 南木曽町

長野県 木祖村
長野県 大桑村

長野県 木曽町

長野県 王滝村
長野県 麻績村

長野県 生坂村

長野県 山形村
長野県 朝日村
長野県 筑北村
長野県 池田町

長野県 松川村

長野県 白馬村

長野県 小谷村

長野県 坂城町
長野県 小布施町
長野県 高山村

長野県 山ノ内町
長野県 木島平村

長野県 野沢温泉村

長野県 信濃町
長野県 小川村

長野県 飯綱町
長野県 栄村

長野県
上田市長和町
中学校組合

長野県
辰野町塩尻市
小学校組合

長野県
麻績村筑北村
学校組合

長野県

松本市・山形
村・朝日村中
学校組合

長野県
塩尻市辰野町
中学校組合

長野県

小海町北相木
村南相木村中
学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

3 5 0 15 15 14 56 56 1 1 1 0 9 9 9 67 67 0 8 8 0 1 1 1 1 1 8 27 27 0 23 23 23 24 24 1 39

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 57,400

・体育実技用具費（柔道）：上限7,570、支給平均3,060 （剣道）：上限52,380、支給平均0
（実績なし）
・通学用品費は第１学年を除く
・通学費実績なしの見込み

○ 22,320 ○ 57,400 ○ ○ 49,317

・通学用品費は１年生を除く
・体育実技用具費は実績なし
・医療費は中学校３年生まで福祉医療費として給付あり
・通学費は遠距離通学事業あり
・修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）は30年度実績額

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 60,000 ○ 63,000

○ 24,760 ○ 57,400 ○ 59,000

学用品費は2･3年生の単価
修学旅行費・医療費は予算計上単価
学校給食費は、保護者負担額の9割相当。記載金額は予算計上単価。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 58,000
修学旅行費、校外活動費、学校給食費は予算計上単価
医療費は30年度実績額

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 58,000
学校給食費は、年間総額の９８％分を支給。
医療費の支給平均額は、３０年度実績を計上。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 60,300
・通学費は昨年度も今年度も該当者なし。
・医療費、給食費はH30年度の実績。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 64,000 学校給食費は実費の8割を支給。

○ ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 60,300
・学用品費等（学用品費・通学用品費）として、１学年22,510円、２～３学年24,760円
・通学費は対象費目としているが、実績（見込み）なし

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 52,209

・修学旅行費、校外活動費（宿泊をともなうもの・ともなわないもの）の支給平均額について
は、平成30年度実績を記入。上限額については平成31年度のものを記入。
・医療費については、基本的に福祉医療制度を使用していただいており、実績なし。
・学校給食費については、実費の８割を就学援助費として現物支給。残りの２割は保護者負

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 70,050 53,432 通学用品費は、学用品費と合算

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 57,484
体育実技用具費、通学費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費は支給実績なし。修学旅行費、
医療費は、30年度実績額による。校外活動費、学校給食費は、今年度予算額による。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 57,590

・体育実技用具費は１年生のみ支給。
・給食費について、今年度より全額実費支給のため実績なし。昨年まで年間給食費の８割の額
を支給。
・体育実技用具費・修学旅行費・校外活動費の支給平均額はH30年度実績額を記入。
・医療費の支給平均額は令和元年度予算に計上した単価を記入。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,000

○ 22,510 22,320 ○ 57,400 47,400 ○ 57,590

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 53,041

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 80,070 0 ○ 60,300 55,306
「通学費」については、実績なし。
「卒業アルバム代」については令和元年度より支給開始。

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300 60,300
通学費：市独自の支給要綱により、学校から一定距離以上の通学をしている者全てに支給してい
る。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300 医療費はH30年度実績

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 55,900 学用品費は、1年生のみ23,880円、2年～3年は26,050円の支給。

○ 26,050 ○ 20,730 ○ 55,900 55,900

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300

・体育実技用具費、通学用品費、通学費、郊外活動費（宿泊を伴わないもの）郊外活動費（宿
泊を伴うもの）、医療費については、対象費目となっているが実績なし。
・学校給食費については、学年ごと金額が異なるため、（中1:61,305円、中2:60,695円、中
3:60,390円）、3学年の平均の金額を記入。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 体育実技用具費・通学費・校外活動費(宿泊を伴うもの）・クラブ活動費・医療費は実績なし。
○ 24,760 24,760 ○ 57,400 57,400 ○ 60,300 60,300 通学用品費は学用品費に含む

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 57,400 PTA会費欄H30実績額
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300
執行見込額による記入が困難のため、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費、学校給食費の支
給平均額は平成30年度の実績額を記入しました。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 56,098
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 57,140 57,140

○ 24,100 24,100 ○ 57,400 57,400 ○ 51,800 51,800
支給平均額は３１年度予算計上した単価。
学用品は額欲品費と通学用品費と校外活動費（宿泊を伴わないもの）の合算。

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300 60,179

通学費は対象外。体育実技用具費、校外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし。卒業アルバム
代は現在要綱改正中であり、国庫補助限度額を上限として実費支給予定。医療費は福祉医療よ
り全額支払うため、こちらでは支払いなし。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 2,250 ○ 57,400 ○ 69,999 学校給食費 実費の概ね7割
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 50,000

○ 22,320 ○ 22,900 ○ 57,590
○ 23,800 ○ 22,900 ○ 55,700 学用品費について、1年生は21.700円、他の学年は23,800円
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,336

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 41,159
昨年度まで実費支給としていたが見直しにより、定額または上限を設けた。
医療費は福祉医療費で全児童全額補助。給食費も全児童全額補助。よって無記入

○ 0 ○ 57,400 ○ 0 実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 41,160
〇 22,510 ○ 57,400 ○ 46,260

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300
○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300

・通学用品費 1年生を除く
・通学費    町独自の遠距離通学費援助で就学援助対象者に限らず距離に応じて補助
・医療費    町独自の福祉医療費補助で高校３年生まで全ての医療費を補助（受給者負担

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300
実績なし／医療費（学校保健安全法第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用のうち、被
扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額が支給対象）

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 54,068
・修学旅行費は支給該当者がいない為平成29年度実績額
・通学用品費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし

○ 22,510 ○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,731

○ 0 ○ 0 ○ ○
＊通学費は、義務教育児童生徒の無料定期券により公共交通機関を利用
＊学校給食費は施策により、小中学校児童生徒分を公費負担しているため対象外

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,290

○ 47,400

○ 26,820 ○ 23,550 ○ 60,000
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,029

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 65,000

○ 22,510 22,510 ○ 23,550 23,550 ○ ○ 60,300 60,300

通学費：遠距離通学者（5km以上）保護者に別制度で補助金を支給。
医療費：福祉医療制度で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は軽減を実施。
郊外活動費：支給平均額においては、H30年度の実績額を記入。

○ 22,510 22,510 ○ 23,550 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 〇 60,300
通学用品費は、1学年には支給しない
校外活動費（宿泊を伴うもの）は1学年のみ

○ 22,510 22,320 ○ 57,400 28,915 ○ 60,300 47,991 支給平均額は平成30年度の実績による。
○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 〇 62,455
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 57,140

○ 22,320 ○ 23,550 〇 57,590 予算額で記入

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 60,300 60,300
○ 20,000 ○ 22,900 ○ 53,500

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300 60,300

・体育実技用具費、生徒会費については、上限額で費目計上しているが、支出予定なし。
・通学費については、実費の1/2の額を支給。・医療費については町福祉医療費給付により対
応。

22,510 ○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 59,538

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,320 ○ 47,400 ○ ○ 50,041

・通学用品費は１年生を除く
・体育実技用具費は実績なし
・医療費は中学校３年生まで福祉医療費として給付あり
・通学費は遠距離通学事業あり
・修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）は30年度実績額

○ 22,510 22,320 ○ 57,400 47,400 ○ 57,590 ３０年度の実績額

26,050 ○ 22,900 〇 55,900 ２年～３年 ６２．５％

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１） 費目毎の援助額

学用品費

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
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長野県 長野市

長野県 松本市

長野県 上田市

長野県 岡谷市

長野県 飯田市

長野県 諏訪市

長野県 須坂市

長野県 小諸市

長野県 伊那市

長野県 駒ヶ根市

長野県 中野市

長野県 大町市

長野県 飯山市
長野県 茅野市

長野県 塩尻市

長野県 佐久市

長野県 千曲市

長野県 東御市

長野県 安曇野市

長野県 小海町

長野県 川上村

長野県 南牧村
長野県 南相木村
長野県 北相木村

長野県 佐久穂町

長野県 軽井沢町

長野県 御代田町
長野県 立科町
長野県 青木村

長野県 長和町
長野県 下諏訪町

長野県 富士見町
長野県 原村
長野県 辰野町

長野県 箕輪町
長野県 飯島町

長野県 南箕輪村
長野県 中川村

長野県 宮田村

長野県 松川町

長野県 高森町
長野県 阿南町
長野県 阿智村

長野県 平谷村
長野県 根羽村
長野県 下條村

長野県 売木村
長野県 天龍村

長野県 泰阜村
長野県 喬木村

長野県 豊丘村
長野県 大鹿村

長野県 上松町

長野県 南木曽町

長野県 木祖村
長野県 大桑村

長野県 木曽町

長野県 王滝村
長野県 麻績村

長野県 生坂村

長野県 山形村
長野県 朝日村
長野県 筑北村
長野県 池田町

長野県 松川村

長野県 白馬村

長野県 小谷村

長野県 坂城町
長野県 小布施町
長野県 高山村

長野県 山ノ内町
長野県 木島平村

長野県 野沢温泉村

長野県 信濃町
長野県 小川村

長野県 飯綱町
長野県 栄村

長野県
上田市長和町
中学校組合

長野県
辰野町塩尻市
小学校組合

長野県
麻績村筑北村
学校組合

長野県

松本市・山形
村・朝日村中
学校組合

長野県
塩尻市辰野町
中学校組合

長野県

小海町北相木
村南相木村中
学校組合

①都道府県 ②市区町村名 Ⅵ 自由記述欄

9 5 6 11 12 4 53 4 7 3 1 0 0 5 5 2 2 0 12 14 5 1

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
イ・ウについては急な転入等で緊急に用意しなければならない場合に行ってい
る。

〇

○

○ ○

○

○

○ 制服、運動着、副教材等のリユースシステム ○ 制服、運動着、副教材等のリユースの推奨

○

○ ○
社会福祉協議会において、中学校の制服及び通学かばん
のリサイクル事業の実施

○ ○ ○ ○

○
○ ○

○ ○ 英検等の受検料補助

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ 授業で使用するスケート靴の貸出

○ リサイクルを行っている。
○

〇

○ ○

・給食費について、町立小中学校の児童生徒または町内に住所を有し特別支援
学校に通う児童生徒1人につき1食当たり100円の補助を実施。
・成長祝金支給 全小学校児童（10,000円）、中学校生徒（20,000円）入学時
に支給。

○

○
〇

○

○ ○ 教育委員会では給食費の無償化を実施。 福祉部門では18才まで医療費無償化を実施している。
○

○
町社会福祉協議会とＰＴＡ主体で制服リユースを行って
いる。（学校・教育委員会も連携している）

○ ○
○ PTAが主体となり制服のリユースを実施している。

〇
○

○ ○
○ ○

○ ○

・通学鞄支給 全小学校児童、中学校生徒入学前に支給
・入学祝金支給 全小学校児童（10,000円）、中学校生徒（30,000円）入学時
に支給

○
松川中学校において、PTAと連携し松中リユースとして、卒業生から提供され
たカバンや制服等を希望する新入学生徒へ無償で譲渡している。

○ ○ 地元産の牛乳を提供しているが、差額を町が補助している
○ ○ 生徒会費の公費化
○

〇
○

○ ○ ○ ○

○ ○
○

〇 ○
給食費をすべての児童生徒に対して半額助成している。(したがって要・準要保
護者は全額無料)

○

○ ○ 通学カバン購入費の補助
○

〇

○ 〇
給食主食(米購入)費の公費負担
英検等の受検料補助

保護者有志グループによる「おさがり会（無償譲渡）」
の実施。（制服は転売等を防ぐため、登録制）

保護者、学校と町関係（教育委員会、福祉係、保健師）、SSW、SCを交えた相談、支援
会議の実施。

〇
○ ○ 給食主食費を教育委員会（村）が補助 PTAが制服などのリユース活動を実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○
○

○ ○

○
○

○
○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○
町校長会において、学用品等の取扱い等に関して話題として挙げ、話し合って
いる。

○ ○ ○ ○ テスト代など保護者が負担すべき費用の一部を助成している。
○

○
○

○ 中学卒業生の学生服、通学カバン等のリサイクル

○
○

○ ○
○

○

○

○

○

○ ○ 英検等の受検料補助

○

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する市町村の取組・対応につ
いて，これまでの回答への補足

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況

（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２） クの内容及び補足説明

（１）教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２） コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校長
会等）に対
して，学用品
等の取扱い
に関する通知
やマニュアル
を提示

ケ．学校
（又は校長
会等）に対
して，他校
の取組状況
等を情報提
供

コ．その
他
→（２）

ク．その
他
→（２）

キ．把握
していな
い

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

オ．使用
する学用
品等の精
選

エ．低廉
な学用品
等の使用


